
募　

集

と
わ
だ
産
品
販
売
チ
ャ
レ
ン
ジ
助
成
金
交
付

対
象
者
募
集

　

市
内
で
生
産
さ
れ
た
作
物
や
、
そ
の
加
工

品
の
販
売
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、「
と
わ

だ
産
品
販
売
チ
ャ
レ
ン
ジ
助
成
金
」
の
交
付

事
業
を
実
施
し
ま
す
。
と
わ
だ
産
品
を
も
っ

と
広
い
地
域
で
売
り
込
み
た
い
、
新
商
品
を

開
発
し
た
い
な
ど
、
意
欲
の
あ
る
か
た
の
取

り
組
み
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

生
産
者
、
加
工
品
製
造
者
、
流
通
・

　
　
　

販
売
者
な
ど

※
法
人
、
個
人
、
団
体
の
種
別
は
問
い
ま
せ

　

ん
が
、
法
人
の
場
合
は
市
内
に
主
た
る
事

　

務
所
が
あ
る
事
が
条
件
で
す
。

内
容　

　

市
内
産
の
農
・
畜
・
林
・
水
産
物
や
、
そ

　

れ
ら
を
原
料
と
す
る
加
工
品
（
と
わ
だ
産

　

品
）
で
次
に
該
当
す
る
事
業

　

販
路
拡
大
、
地
産
地
消
の
推
進
、
新
商
品

　

開
発
、
高
付
加
価
値
化
や
ブ
ラ
ン
ド
化
、

　

魅
力
発
信
の
た
め
の
情
報
戦
略
の
展
開

助
成
額　

１
対
象
者
に
つ
き
20
万
円
ま
で

募
集
数　

10
件
程
度

申
込
期
間　

６
月
１
日
㈫
〜
30
日
㈬

申
し
込
み
方
法　

農
業
政
策
課
備
え
付
け
の

　

事
業
計
画
書
に
記
入
の
上
提
出
。

申
し
込
み
先　

農
業
政
策
課

　
　
　
　
　
　

十
和
田
産
品
販
売
戦
略
室

　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
３
１
３
）　

有料広告

市税などの口座振り替えの
ご案内

収納課、十和田湖支所などで手続きできます。納税通知書、通帳、届け出印
を持参ください。　　　　　　　　　　問い合わせ先　収納課（☎内線192）

身
体
障
害
者
巡
回
診
査
お
よ
び
更
生
相
談
の

お
知
ら
せ

対
象　

次
に
該
当
す
る
聴
覚
障
害
（
平
衡
機

　

能
障
害
を
除
く
）
ま
た
は
肢
体
不
自
由
の

　

か
た

▼
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
た
め

　

診
査
を
必
要
と
す
る
か
た

▼
身
体
障
害
者
手
帳
の
再
認
定
を
必
要
と
す

　

る
か
た

▼
障
害
程
度
・
等
級
に
変
更
が
あ
る
か
た

▼
補
装
具
の
交
付･

再
交
付
ま
た
は
修
理
を

　

必
要
と
す
る
か
た

▼
生
活
・
医
療
の
相
談
を
希
望
す
る
か
た

■
聴
覚
障
害
の
か
た（
平
衡
機
能
障
害
を
除
く
）

と
き　

７
月
５
日
㈪

　

受
付　

午
後
１
時
15
分
〜
２
時
45
分

　

診
査　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ　

野
辺
地
町
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
（
☎
０
１
７
５
・
６
４
・
１
７
７
０
）

■
肢
体
不
自
由
の
か
た

と
き　

７
月
14
日
㈬

　

受
付　

午
前
８
時
45
分
〜
11
時

　

診
査　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

と
こ
ろ　

南
公
民
館
（
☎
㉒
４
４
１
６
）

■
注
意

①
症
状
に
よ
り
そ
の
場
で
の
判
定
が
困
難
な

　

場
合
は
、
指
定
医
師
の
い
る
医
療
機
関
を

　

利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
次
の
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
障
害
児
の
聴
力
測
定

▼
脳
卒
中
・
脳
梗
塞
発
症
後
３
カ
月
未
満
の

　

か
た

▼
電
動
車
い
す
、
座
位
保
持
装
置
お
よ
び
特

　

例
補
装
具
の
処
方
を
要
す
る
も
の

▼
義
肢
・
装
具
お
よ
び
車
い
す
に
つ
い
て
、

　

複
雑
な
処
方
を
要
す
る
も
の

持
ち
物　

印
鑑
、
身
体
障
害
者
手
帳
（
持
っ

　
　
　
　

て
い
る
か
た
の
み
）

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課
（
☎
内
線
２
６
３
）

永
年
人
権
擁
護
委
員
の
表
彰

　

市
民
の
人
権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及

高
揚
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
に
対
し
て
、
次
の

か
た
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

仙
台
法
務
局
長
表
彰　

柳
澤　

博
子
さ
ん

問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
２
２
３
）

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
が
６
月
30
日
施
行

　

主
な
改
正
点
は
、
３
歳
ま
で
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
に
対
す
る
短
時
間
勤
務
制
度
の

措
置
の
義
務
化
、
所
定
外
労
働
の
免
除
の
制

度
化
、
子
の
看
護
休
暇
の
拡
充
、
男
性
の
育

児
休
業
取
得
促
進
策
（
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ

ラ
ス
）
、
介
護
休
暇
の
創
設
な
ど
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

青
森
労
働
局
雇
用
均
等
室

　
（
☎
０
１
７
・
７
３
４
・
４
２
１
１
）
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職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

解
雇
、
雇
止
め
、
賃
下
げ
な
ど
の
労
働
条

件
の
ほ
か
、
募
集
・
採
用
、
い
じ
め
な
ど
、

労
働
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
つ
い

て
、
労
働
者
や
事
業
主
か
ら
の
相
談
に
専
門

の
相
談
員
が
応
じ
ま
す
。
相
談
者
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

青
森
労
働
局
総
合
労
働
相

　

談
コ
ー
ナ
ー　

　
（
☎
０
１
７
・
７
３
４
・
４
２
１
２
）

自
動
車
税
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

平
成
22
年
度
の
自
動
車
税
の
納
期
限
は
６

月
30
日
㈬
で
す
。
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

納
税
通
知
書
に
つ
い
て
い
る
納
税
証
明
書

は
車
検
の
と
き
に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

　

納
税
管
理
課
（
☎
㉒
８
１
１
１
）

６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
「
電
波
利
用
環
境

保
護
周
知
啓
発
強
化
月
間
」
で
す

　

電
波
は
み
ん
な
の
財
産
で
す
。
ル
ー
ル
を

守
っ
て
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

総
務
省
東
北
総
合
通
信
局

　
（
☎
０
２
２
・
２
２
１
・
０
６
４
１
）


